
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年６月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１５６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年７月２２日（日） １３時２７分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡市北木島西方沖 

 笠岡市所在の金風呂港東防波堤灯台から真方位２２９°１.３２海

里付近 

 （概位 北緯３４°２２.６′ 東経１３３°３０.４′） 

事故等調査の経過  平成２４年７月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 塩飽
し わ く

丸、５トン未満 

   ２７１－１８２８０岡山、個人所有 

Ｂ プレジャーボート おおせと、５トン未満 

   ２７１－１０５９６広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部船底外板に擦過傷 

Ｂ 船外機カバーが損傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、笠岡市笠岡の定係地に帰航する

ため、約１１ノットの対地速力で手動操舵によって北木島西方沖を北

進した。 

 船長Ａは、機関回転数毎分を約２,２００としており、減速したこ

とで船体が滑走状態とならず、舵輪の後方に立った状態では船首方が

見えなかったが、発進の際、前方を一見して支障となる船を認めなか

ったので、船首方には支障となる他船はいないものと思い、左右に体

を移動して船首方の死角を解消するなどの見張りを行わずに航行し

た。 

船長Ａは、北進を始めて約１０分後、前方至近のＢ船に気付き、急

いでクラッチレバー及びスロットルレバーを中立にして右舵一杯を取

ったが、平成２４年７月２２日１３時２７分ごろＡ船の左舷船首部と

Ｂ船の左舷船尾部とが衝突した。 

 船長Ａは、反転してＢ船に接近し、事後の対応を行うとともに、１

３時３０分ごろ携帯電話で１１８番通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１２時００分ごろ、北木島西方

沖にある犬ノ頭と呼ばれる干出岩南方の水深約１３ｍの場所に四つ爪



 

錨を投下してロープを約５０ｍ伸ばし、錨泊して釣りを始めた。 

船長Ｂは、１３時００分ごろ南西方を向いた船首に船尾方を向いて

腰を掛けて昼食をとり始め、気配を感じて後ろを振り返ったところ、

約５０ｍに接近したＡ船を認め、Ａ船がＢ船を避けると思っていた

が、針路を変えずに約３０ｍに接近したので、大声で叫んだが、Ａ船

とＢ船が衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 なし 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、北木島西方沖を北進中、船長Ａが、前路に他船はいないも

のと思い込み、船首方の死角を補う見張りを適切に行っていなかった

ことから、前路で錨泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、北木島西方沖を北進中、船長Ａが船首方の死角

を補う見張りを適切に行っていなかったため、前路で錨泊中のＢ船と

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中、船首死角が生じる場合は、船首死角を補う措置を講じ、

他船を見落とさないこと。 

 


